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平成16年度に、国土交通省及び都道府県の

宅地建物取引業主管部局に寄せられた、宅建

業者の関与した宅地建物の取引に関する苦情

紛争相談件数については、本号８頁以降に掲

載していますが、ここでは、東京都、埼玉県、

千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県

の各都府県からお送りいただいた関係資料に

基づきまして、主なものの内容を要約して、

掲載します。

相談の内容としては、重要事項の調査・説

明の不備（敷地の接道状況、抵当権又は差押

えの登記等）、契約等の解除をめぐる紛争

（預り金、手付金等の返還遅延）、売買契約書

の不備などが目立ちます。

不動産取引に関する紛争相談等に携わって

おられる皆様にご一読いただき、ご参考にし

ていただくとともに、取引実務に従事してい

る方々にも留意していただければ幸いです。

Ⅰ　売買に関するもの

１　預り金の返還遅延

業者売主

◇　住宅の取得を考えていたところ、平成16

年４月上旬、土地売却の広告を出している

売主業者を見つけ、業者と全体予算等の打

ち合わせを２度行った。同月中旬、３度目

１

の打ち合わせにおいて、総額3 ,500万円、

手付金350万円、申込金150万円とする内容

で話がまとまり、申込金150万円を業者に

支払った。また、このときは、この取引は、

プラン変更ができる建売住宅の売買（青田

売り）と思い、業者の示す基本プランへの

変更要望もしていたが、後で、当該取引は、

建築条件付土地売買であったことがわかっ

た。

５月初旬に、業者から変更の要望をした

図面が示され、連休後には建物の見積りが

出来上がるので、契約を締結すると言われ

た。

その後、実家からの資金援助が受けられ

なくなり、資金計画が立たないため、当該

取引のキャンセルを申し出たところ、設計

図面の書き直しに要した費用等の請求を受

けた。契約は未締結だから、申込金は返還

されるべきものではないのか。

◆　業者は、申込金は返還するが、かなりの

時間をかけて設計をしたのだから費用相当

額は請求したいとの旨を述べていたが、そ

の後も申込金を返還せず、損害賠償請求を

求めて提訴をした。その後、県で事情を聴

くと、業者は、「最近、相談者との和解が

成立し、申込金の返還をした。相談者は、

当初、かかった費用は払うと言っていたの

に、途中から一切払わないと言い出した。」

などと述べた。

業者を文書勧告とした。
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平成16年度の紛争事例から

◇　相談内容　　◆　調査・聴取内容、解決結果
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（愛知県）

２　重要事項の調査・説明の不備

業者売主

◇　平成13年７月、売主業者から市街化調整

区域内の土地を買い受けた。売主は、都市

計画法第43条第１項の許可（市街化調整区

域のうち開発許可を受けた土地以外の土地

における建築等の許可）を取得して、当該

土地を引き渡すと約束していたが、それが

履行されなかったので、結局、自らの費用

で許可を取得することになった。

また、売主は、当該土地の分譲に係る新

聞折込広告では、「即建築可能！」と表示

したり、重要事項説明書に、都市計画法に

基づく制限その他についての記載をしてい

ない。

◆　業者は、これらの事実を認め、都市計画

法上の許可取得に要する費用を買主に支払

うこととした。

業者を４月間の業務停止処分とした。

（東京都）

業者売主

◇　平成12年11月、売主業者から宅地を２区

画買い受けた。その後、住宅を建てるべく

土地を調べたところ、道路位置の指定がな

されておらず、無接道地であり、住宅を建

てられないことが判明した。解約し、お金

を返金してもらいたい。

◆　県で調べてみると、業者は、売主である

にもかかわらず、媒介報酬を受領していた、

重説の書面を交付しなかった、手付けにつ

いて信用を供与することにより売買契約の

誘引を行った、自己の所有に属しない宅地

３

２

について売買契約を締結した等の業法違反

が数多くみられた。

業者は、「土地の仕入れに際し、所有者

が『道路位置の指定申請中』と言っていた

物件を仕入れ、そのまま売却したが、実際

は、まだ申請していないものであった。16

年７月、相談者とは示談が成立し、文書を

取り交わした。示談に基づき、受領した媒

介報酬及び損害金として130万円を相談者

に支払い、道路位置の指定申請をし、同年

９月指定を受けた。」と述べた。

業者を48日間の業務停止処分とした。

（埼玉県）

業者媒介、業者売主

◇　平成８年４月、震災後、隣接地マンショ

ンの所有者である業者から、居住地を売っ

て欲しいとの話があったが断っていたとこ

ろ、近くの土地と交換するとの話がまとま

り、業者の媒介で、契約を締結した。しか

し、当該土地に住宅を建設する設計を進め

るなかで、当該土地は道路に接する幅が２

ｍに満たず、建築ができないことがわかっ

た。交換に際しては、３階建てが建つかど

うか何回も確認していたが、それが可能だ

という説明を受けてきた。業者への処分を

望む。

◆　媒介業者は、「実測図がなかったので、

現地確認で接道幅は２ｍ以上あると判断し

た。売主からは、後で実測すると聞いてい

た。重要事項説明書には接道幅を記載しな

かった。」などと述べた。

売主業者は、「道路の幅員については、

確定資料が無かったが、買主が1/7所有し

ていたので、本人は接道幅を満たしている

ことを知っていると思っていた。売主が重

要事項説明に立会うこと、重説の書面に売

４
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主の代表者印、取引主任者の印が必要なこ

とは知らなかった。」などと述べた。

媒介業者及び売主業者を文書勧告とし

た。

（兵庫県）

業者売主

◇　かねがね別荘を所有したいと考えていた

ところ、平成15年６月、売主が販売する別

荘地の分譲広告が目に留まり、現地に赴き

物件の説明を受けた。別荘の建築は可能で

ある旨の説明を信頼し、契約を締結した。

しかし、その後、売買代金を全て支払った

のに所有権の移転登記が行われず、不信感

を募らせた。

地元の市役所に別荘の建築について相談

したところ、本件土地に接する道路がなく

建物の建築が事実上できないことが判明し

た。代金の返還を求めているが、応じない。

◆　業者は、「建物を建築できない土地であ

ること、重説を取引主任者が説明しなかっ

たことは認める。当該物件を買い戻すこと

を予定している。」と述べた。しかし、そ

の後の聴聞において、業者は、当該取引は、

宅建業法の規制を受けない山林の売買であ

ると主張し、事情聴取時の発言を全て否定

した。

なお、同業者は、従来から、同様な取引

によりトラブルを起こしており、県は、過

去にも指示処分等を行っていた。

業者を免許取消処分とした。

（愛知県）

業者媒介（２社）

◇　平成14年４月、業者Ｘの媒介で、中古の

土地付建物を買い受けた。当該物件は坂の

６

５

下にあるが、その後、大雨の時に上の道路

から水が流れてくるため、市道と聞いてい

た前面道路について市役所へ対策をお願い

しに行ったら、そこは私道であり、市で対

応はできないと言われた。また、重要事項

説明書には、当該地域が宅地造成工事規制

区域内であることの記載がないこと、敷地

が道路に２ｍしか接していないのに４ｍ接

していると記載されているなど誤りがあ

る。さらに、検査済証は隣の物件のもので

あり、当該物件は建築確認を受けたのみで

あった。

◆　業者Ｘは、「地積測量図では公道となっ

ていたので公道と説明した。宅地造成工事

規制区域かどうかは不明。」などと述べた。

県で調べてみると、前面道路は２項道路

で、セットバック部分に私道を含んでいる

こと、敷地は宅地造成工事規制区域内にあ

ること（建築には支障ない。）等が判明し

た。また、業者Ｘの専任取引主任者につい

て適正な届出がなされていないことも判明

した。

元付業者Ｙは、「検査済証は、売主から

もらったものをそのまま渡したが、まさか

隣のものが入っているとは思わなかった。

通常、建築確認については話すが、検査済

証まで確認して買主に渡すことはしていな

い。」などと述べた。

業者Ｘを20日間の業務停止処分とした。

また、元付業者Ｙを指示処分とした。

（千葉県）

業者売主

◇　平成11年６月、売主業者から中古マンシ

ョンを買い受けた。当時、道路を挟む西側

の空地については、ホテル誘致計画の頓挫

の話以外、建物の建築計画についての説明

７
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はなかった。しかし、15年になり、市街地

再開発組合からの通知文書で、34階建ての

高層マンション建築予定の事業計画がある

ことが判明した。

調べてみると、平成３年に再開発事業が

都市計画決定され、10年に再開発組合の設

立が認可されている状況であることから、

事業の計画内容については、調査すればわ

かり得たことである。

マンション建築により、西側の日当たり

にかなりの支障ができることになり、その

ようなことが予めわかっていれば購入の判

断も異なった。建築予定の高層マンション

は当該業者が販売予定であり、故意にその

事実を告げなかったのではないか。

◆　業者は、「当該土地の再開発は、以前か

ら周知の計画であり、市内近隣に居住して

いる相談者は、将来的に高層建築物が建て

られることを十分承知のことと思い、口頭

で当該マンションより高い建物が建つ可能

性のあることは告げたが、重説の書面には

そのことを記載しなかった。新たな建築予

定建物を当社が販売することになること

は、その時点ではわかり得なかったもので

あり、故意に事実を隠してはいない。」と

述べた。

業者を指示処分とした。

（埼玉県）

業者売主

◇　平成15年10月、売主業者から建売住宅を

買い受けたが、上下水道設備に要する費用

について、重要事項説明時には15～30万円

と聞いていた。ところが、決済の時になり、

60万円を請求された。

◆　県で調査してみると、業者は、土地の開

発許可前に土地売買契約をした、未完成物

８

件であるのに、保全措置を講ずることなく、

売買代金の５％を超える手付金を受領し

た、重要事項説明において、上下水道が未

整備であるのに整備済と説明した等の業法

違反があることが判明した。また、別件の

取引においては、建築確認前に建売住宅の

販売広告を行った、その契約締結において、

実際には、土地売買契約と建築工事請負契

約の二つの契約としていたことが判明し

た。業者は、全て事実であると認めた。

業者を48日間の業務停止処分とした。

（埼玉県）

業者売主

◇　平成15年６月、売主業者から宅地（造成

未完成）を250万円で買い受けた。その際、

業者から、公営水道を引き込む費用との説

明を受け、100万円を支払ったが、半年近

く経っても未だに水道が引かれていない。

◆　府で調べてみると、重説の書面では、公

営の飲用水が直ちに利用可能ではないにも

かかわらず、「直ちに利用可能な施設」と

記載しているなど、記載事項についての不

備があったこと、重説を取引主任者でない

者に行わせていたこと、保全措置を講ずる

ことなく、売買代金の５％を超える手付金

等を受領していたことが判明した。

さらに、当該業者は、たびたび社名の変

更をしているが、適切にその届出をしてお

らず、その結果、宅地建物取引業に係る広

告、契約締結及び事情聴取時に、事実と異

なる社名の使用又は陳述をした。業者は、

これらの事実を認めた。

業者を45日間の業務停止処分とした。

（大阪府）

９
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業者媒介

◇　平成15年９月、インターネットで媒介業

者Ｘが広告している物件を気に入って、取

引するつもりで上京し、Ａの立会で物件を

見に行った。売主に会えなかったが、買付

証明書に記名押印し、手付金45万円をＸに

預けた。

11月中旬に売主が退去するということ

で、決済のため再度上京したが、売主では

ない住人が入居していた。元付業者である

Ｙから、「11月末には入居者が退去するか

ら、決済だけ先に。」とせかされ不安にな

り、決済はしなかったが、売買契約だけ取

り交わした。この時、重要事項の説明は受

けなかった。

12月になり、重説を受けた上で決済しよ

うとしたが、Ｘの重説内容に不安があった

ので契約を白紙にしたい。

◆　業者Ｘは、「契約前に重説をする暇が無

かった。預り金は売買代金に充当したので

すぐには返せない。」と述べた。

Ｘについて、別件の業法違反（65条１項

２号違反）と併せて指示処分とした。

（千葉県）

業者代理

◇　平成14年９月、チラシで見たマンション

を購入しようと、売主業者Ｙに不動産購入

申込書を記入し、手付金10万円を支払った。

１、２か月後、Ｙの担当者Ａから、売買契

約締結については、業者Ｘに業務を承継す

る旨を告げられた。その後、Ｘの代表者か

ら「Ａが手付金を持ち逃げしたが、当社が

補填する。購入条件もＡとの約束どおり、

諸費用を無料にする。」との連絡が入った。

11

10 同年12月、同社を販売代理とする売買契約

を締結した。

入居後、住宅の欠陥箇所を発見し、その

際、改めて契約書を見たところ、購入価格

と領収証の合計額が一致していないことな

どに気付いた。Ｘは、欠陥箇所の修理に十

分な対応をしないし、金額の不一致につい

ては、僅かな金額で文句を言うななどと、

脅迫めいた口調ですごまれた。

◆　業者は、「諸経費の件については、前の

業者がした約束なので破棄しており、買主

に説明済である。諸経費を加算した上で、

本体価格を値引きしたので売買金額は領収

書のとおりである。売買金額変更後の内容

で重説を行うこと、売買契約書を取り交わ

すことは何かと煩雑な手続になるので行わ

なかった。」と述べた。

業者を文書勧告とした。

（兵庫県）

業者売主

◇　平成14年８月、売主業者から新築マンシ

ョンを購入した。購入にあたり、「バルコ

ニーに布団を干せること」を条件としてい

たので、当初から売主にはその点を質問し

ていたが、「干せる」との確答を得、重要

事項説明書上も「干せない」という記載は

なかった。

その後、布団をバルコニーに干していた

時に、近隣居住者から苦情を受け、売主と

その者が覚書を締結していたことを知っ

た。その経過を調べると、14年12月に、売

主が近隣住民との間で「入居者がバルコニ

ーに布団を干さないよう売主が購入者に説

明する」旨の覚書を締結しており、15年２

月の売主からの入居者説明会において、そ

の内容を記載した重要事項説明書の変更に

12

22
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係る通知書の案文が配布され、その１か月

後の物件引渡日に、売主が全入居者にその

通知書を発送していた。

入居者説明会の時は各種案内等の説明が

分刻みで、このような内容を把握する余裕

はなかった。売主は、契約時と異なる重要

な事項に係る事態が生じたときは、速やか

に買主に報告して、承認を取るべきではな

いか。

◆　業者は、「近隣者との話し合いが行われ

ていたが、合意する可能性もないと判断し、

重要事項説明で説明しなかった。買主から

の質問に対しても、『布団が干せる』と回

答した。入居者説明会で重要事項の変更箇

所は読み上げており、その後、引渡しまで

の１か月間、質問等が一切出されなかった

ので、全て了承されたと認識していた。」

と述べた。

業者を文書勧告とした。

（神奈川県）

業者媒介（２社）

◇　平成15年７月、業者Ｙの媒介で、売主Ａ

（個人）から宅地を買い受けることとした

が、代金決済日に突然、売主Ａ及び売主側

の媒介業者Ｘから、売買契約書を差し替え

て欲しいと言われ、訳がわからないまま、

売主を他の者Ｂ（個人）とする売買契約書

に署名、捺印した。新売主には一度も会っ

たことが無く、重要事項説明書も再交付さ

れなかった。

◆　県で調べたところ、Ａと相談者の売買契

約の前に、ＡとＢの間で売買契約が締結さ

れており、媒介業者Ｘ及びＹが本件契約手

続を誤ったものであったことが判明した。

業者Ｙは、「新旧の売主間で売買契約が

あったことは、Ｘから知らされていなかっ

13

た。売主が変更になったこと以外は売買の

内容に変更がないので、買主に損害を与え

るものではないと思い、重要事項説明書の

再作成・交付はしなかった。」と述べた。

業者Ｘを指示処分とし、業者Ｙを文書勧

告とした。

（神奈川県）

業者媒介

◇　平成16年５月、業者の媒介で、中古の土

地付建物を買い受けた。しかし、売主の家

族が自殺していた物件だった。業者は知ら

なかったと言っており、売主は隠していた

ようだ。しかし、業者の調査不足である。

また、重要事項の説明は、取引主任者でな

い者から受けたし、町営ガスなのにプロパ

ンガスとの説明を受けた。その後、物件に

は、雨漏りや白蟻の被害があることなども

わかった。業者は誠意ある対応をしない。

損害賠償を求めるが、業者への処分も望む。

◆　業者は、「売主と、16年３月に専属専任

媒介契約を締結した。同年１月頃には、相

談者からも物件を探して欲しいとの依頼を

受けていたので丁度良いと判断し、この時

はレインズへの登録は行わず、４月頃に登

録した。４月中旬に売買契約の運びとなっ

たので、取引主任者のいる本店に行くよう

に相談者に言ったが、行かなくても簡単に

やって欲しいと言われ、主任者資格のない

者が行い、事務所にある取引主任者の印鑑

を勝手に押した。ガスの件は、単なる間違

い。」などと述べた。

その後、買主と売主との間で金銭的解決

が図られた。

業者を指示処分とした。

（千葉県）

14
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業者媒介

◇　平成16年４月、業者の媒介で、中古の土

地付建物を買い受ける売買契約を締結し

た。

重要事項説明書では、「給水取出工事」

（従前は井戸水が利用されていたが、水道

を利用することとしたので、水道の給水装

置に切り替えるための工事）は、買主負担

とするとされているが、業者が申請書を作

成して水道局に提出したので、工事業者を

選べなかった（費用が高くついた。）。また、

その説明は、取引主任者ではない同業者の

代表者から説明を受けた。さらに、媒介契

約書の交付は受けていない。

◆　業者は、「売主と買主は、もともと、当

該物件の貸主、借主という旧知の間柄であ

ったことなどから、媒介契約書の作成交付、

取引主任者による重説を怠ってしまった。

水道局への工事申請は、買主の工事日程の

便を図る目的で行ったものであり、悪意は

なかった。」と述べた。

業者を指示処分とした。

（神奈川県）

３　契約解除

業者売主

◇　平成16年４月、売主業者から、宅地を買

い受けたが、金融機関からの融資がローン

特約期日までに承認が得られなかったの

で、契約の解除を申し入れた。しかし、売

主は、手付金を返還してくれない。

◆　業者は、「借入額を3,000万円から2,600万

円に減額して申し込めば、承認が受けられ

ると判断して手付金を預かっていた。手付

16

15 金は速やかに返還する。」と述べた。

業者を文書勧告とした。

（東京都）

業者売主

◇　平成15年８月、自己所有地（別荘地）の

隣地の購入を業者から持ちかけられた。隣

地でもあり、また、この自己所有地も当該

業者から購入している安心さも手伝って購

入の意向を示した。同月下旬、売買代金を

120万円とする契約を自宅で行い、手付金

を50万円支払った。重要事項説明は無かっ

た。しかし、引渡期限（同年９月末日）が

経過したにもかかわらず、進展がないため、

県に相談をした。

その後、業者から、当該土地が別の者に

売られたということで、手付け倍返しによ

る契約解除の申出があったが、その一部が

返還されただけで、残額については、未だ

実現していない。

◆　業者は、「取引態様を売主としていたが、

実際には地主からの委託販売という販売形

態を取っていた。地主が当該土地を第三者

に売買したことから引き渡すことが不能と

なった。契約を解除し、返還すべき100万

円のうち、30万円を支払ったが、その後の

支払が滞っている。重要事項説明書の交付

については、隣地を購入してもらった経緯

もあり、その気安さから交付を怠った。代

金の２割を超える手付金の受領について

も、つい油断してもらってしまった。」と

述べた。

業者を指示処分とした。

（愛知県）
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４　履行遅延

業者売主

◇　平成14年１月、売主業者から市街化調整

区域内の土地２区画を２回に分けて買い受

けた（２区画目の売買契約においては、取

引主任者からの重要事項の説明はなく、重

説の書面交付もなかった。）。

しかし、約定の所有権移転登記時期（15

年６月）を経過しても、その登記がされな

かった。また、物件土地の一部が国有地で

あるが、その払下げも進んでいない。契約

代金1,037万円のうち、国有地分の代金244

万円を除く793万円を支払ったが、約定の

所有権移転登記時期から１年以上経った今

も、未だにそれができない状況である。

◆　業者は、「地主への決済金が払えず、買

主たちへの所有権移転ができない。国有地

の払下げが15年10月までには完了すると思

われるので、10月末までには、所有権移転

登記を完了させる。」と答えていたが、そ

の後も、国有地の払下げ手続が遅れ、16年

６月に、ようやく払下げが決定した。しか

し、地主への決済金は払えず、所有権移転

登記の見通しは立たないものであった。

業者を免許取消処分とした。

（東京都）

業者売主

◇　平成15年10月、売主業者からマンション

を買い受けた。売買の条件として、管理費、

修繕積立金等の滞納について、決済時（15

年11月）までに売主の負担で清算を行うこ

ととなっているが、履行されない。

◆　業者は、速やかに管理組合に支払うとの

旨を述べた。

19

18
業者を文書勧告とした。

（東京都）

５　そ　の　他

業者売主

◇　平成14年９月、チラシ広告を見て、売主

業者Ｘから建売住宅を購入することとし、

総額1,680万円の売買契約を結んだ。ただ

し、契約書は交付されていないし、重要事

項説明を受けていない。同年10月、業者Ｙ

と請負契約を締結し、手付金等として100

万円を支払った。

15年８月頃、当初土地はＸが所有してい

ると説明を受けていたが、Ｘから、土地は

まだ前所有者のものであり、土地代を先に

支払って欲しいと言われ､650万円を支払っ

た。16年３月、建物が完成し、30万円の値

引き後の残金900万円をＸに支払った。な

お、同年２月に、別業者Ｚと増築工事の請

負契約を締結していた。

同年４月、増築工事が進まないのでＺに

電話したところ、建築費用をＸから受け取

っていないので建物には立入させないし、

鍵も渡せないと言われた。Ｘの経営が思わ

しくない旨を伝えられ、現在、代金の請求

及び建物への入居ができなくて困惑してい

る。

◆　県で調べたところ、広告は建売住宅とし

ての内容であるが、当該取引は、建築条件

付土地の売買であり、相談者が勘違いをし

ていることがわかった。

業者Ｘは、「建築条件付であることを相

談者に説明している。契約書は交付したが、

印紙の貼替えの必要が生じ、一度交付した

契約書を相談者から預かっており、その後

返却し忘れていた。重説は取引主任者をし

20
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て説明している。当社からＺへ代金が支払

われていないため建物の引渡しにトラブル

が生じたことは申し訳ない。現在、相談者

とＺで話し合いをしており近々解決するは

ずである。」などと述べた。

業者を口頭注意した。

（愛知県）

業者媒介

◇　平成16年４月末に、宅地の売買契約が成

立しているにもかかわらず、媒介業者が同

年６月及び７月にインターネット上におい

て、未だに広告販売を行っている。

◆　業者は、「新たな支店がオープンしたば

かりで、成約確認、物件入力を繰り返した

ため状況把握ができないものがあった。掲

載物件は３か月後に自動削除されるように

システムを改めた。」と述べた。

業者を文書勧告とした。

（東京都）

業者媒介

◇　平成15年11月、業者に依頼もしていない

のに、勝手にチラシで持家（空家）の売広

告を出している。

◆　業者は、「販売代理契約に基づき、Ａ市

の他の新築戸建物件の広告を出すつもり

が、誤って、同市内の相談者の物件の地図

を添付して広告を出してしまった。」と述

べた。

業者を指示処分とした。

（大阪府）

業者媒介

◇　平成16年３月、中古戸建て住宅の売却に

23
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ついて、媒介業者と専任媒介契約を締結し

た。しかし、指定流通機構への登録が当該

契約締結の日から７日以内に行われず、２

週間に１回以上の業務処理状況の報告も無

かった。また、業者には、広告代金として

60万円を預けていたが、売買が不成立に終

わり、媒介契約が終了したので、その精算

を求めたが、これに応じてくれない。

◆　業者は、これらの事実を認め、広告代金

預り金の精算を行い、30万円を支払うこと

で相談者との間で和解が成立した。

業者を文書勧告とした。

（東京都）

業者買主

◇　平成11年12月、相談者の姉が相続税対策

のため、畑を業者に売却することとした。

当時、業者との間では、「相互承諾書」の

締結により、契約代金3,675万円余の追加

金として、523万円余を買主は売主に支払

うことを約していたが、業者は、その旨の

記載をしていない売買契約書を作成してい

た。

◆　相談時点では確認が取れなかったが、そ

の後の調査で「相互承諾書」の存在が明ら

かになり、業者はこの事実を認めた。なお、

当該トラブルが原因で契約は白紙になっ

た。

業者を指示処分とした。

（埼玉県）

業者媒介

◇　平成15年８月、業者の媒介で、中古の戸

建て住宅を1,380万円で買い受けたが、業

者は、売買代金を1,100万円とする売買契

約書も作成しており、その差額を業者が取

25
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得しているようだ。重要事項説明書にも不

備が多い。本来、1,100万円で買えた物件

であるので、業者から差額を取り戻したい。

◆　業者は、「当初、当社が1,100万円で売主

から物件を購入し、1,380万円で転売する

つもりだったが、営業担当者のミスで、結

果的に、売主と買主の間で売買代金を

1,380万円とする売買契約を仲介すること

となった。しかし、担当者は、誤って

1,100万円の売買契約書も作成してしまい、

売主、買主の税金対策もあり、それを破棄

しなかったため、契約書、領収書が２枚存

在することとなった。買主に対し300万円

余を支払うことで和解することとなってい

る。」と述べた。

業者を文書勧告とした。

（大阪府）

業者買主

◇　平成13年２月頃、所有する田２か所を売

って欲しいとの話を業者Ｘから持ちかけら

れ、Ｘの代表者が販売を代理すること及び

小作権の解約について代理委任する旨の委

任状を渡した。２か所のうちの一方の土地

の売買方法については、土地の40％を分筆

して、小作権者に小作権放棄の代償として

譲渡し、その余の土地を代金7,299万円で

Ｘに売却するというものであった。しかし、

Ｘは、４月上旬、この代金決済に先行して、

当方に無断で当該土地について、Ｘを売主、

業者Ｙを買主、業者Ｚを媒介業者、代金を

8,550万円とする売買契約を締結し、４月

下旬までに売買代金をＹから全額受領し

た。また、Ｘには、土地の分筆登記のため

に必要であるなどと言われ、権利証、印鑑

証明書などの書類を渡していたため、所有

権移転登記も済ませてしまった。

26

Ｘからはその後、2,000万円のみの支払

を受けただけで残金の支払がなかったた

め、結局、提訴して、勝訴したが、その支

払も無く、現在に至っている。Ｘには、売

買契約書の未交付などの業法違反があると

思われ、処分を望む。

◆　業者は、「代理販売の委任状があったの

で売買契約書を作成しなかった。２か所の

土地の販売が終了してから売買契約書を作

成するつもりであったが、先行した土地代

金の未払に関する問題で他方の土地の販売

ができず、売買契約書を作成する機会を失

った。残金は分割して支払っていくことで

話し合いをしている。」と述べた。

業者を３月間の業務停止処分とした。

（兵庫県）

業者媒介

◇　平成15年１月、自宅の売却を業者Ｘに依

頼した。買主Ａが見つかり、Ａとの売買契

約を締結したものと思っていたが、実際に

は、物件をＸの社員が一旦買い取り、さら

にＸがそれを購入して、業者Ｙの媒介でＡ

に売却するという形になっていることがわ

かった。Ｘの社員には950万円で売却した

が、ＸはＡに1,130万円で売却している。

売買契約の締結は、自宅の引越の準備で

忙しいので、Ｘらに自宅に来てもらい、行

うこととした。言われるがままに署名押印

したが、取り込んでいたので、買主の名前

がＡではなく、Ｘの社員であったことに気

付かなかった。また、各売買契約書の日付

については、ＸとＡの契約書の日付が一番

早くなっているなど、矛盾がある。

◆　業者Ｘは、「950万円で最初の客がついた

が、抵当権抹消が期限までにできずに契約

不成立となった。しかし、購入者に融資予

27
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定だった銀行が、稟議も通っているので、

個人に何とか売却してくれということ、業

者Ｙを通じて買主Ａが現れたこともあり、

当社の社員が買うことにした。契約書の日

付の齟齬は認める。」などと述べた。

また、業者Ｙは、「Ｘが、相談者から物

件を買い取って売ると聞き、Ａには、売主

はＸで、中間省略登記で、相談者からＡに

所有権を移転すると説明した。相談者とＸ

との売買契約について事前確認が不充分だ

った」などと述べた。

県で調べてみると、他にも、業者Ｘには、

相談者との間で媒介契約書を作成し交付し

ていない、レインズへの適正な登録をして

いないなどの業法違反があることが判明し

た。

業者Ｘを20日間の業務停止処分とした。

なお、業者Ｙについては、当該案件及び

別件による業法違反を併せて、指示処分と

した。

（千葉県）

業者媒介

◇　平成16年４月、業者Ｘの媒介で、業者Ａ

が業者Ｂに土地を売り渡す売買契約書を締

結した。本契約にはローン特約があったが、

銀行からの融資の可否の連絡がＢに無いう

ちに、ＢがＡに無断で本件土地の造成工事

に着手し、地盤工事を実施したことから、

Ａは、その旨をＢに通知した。その後、Ｂ

が銀行から融資を受けられないこととなっ

たため、Ａは、Ｂに対して、無断で行った

地盤整備工事に伴う一切の物件を撤去する

よう催告書を通知した。

ところが、ＡとＢとの土地売買契約締結

の約２週間前に、Ｘが売主、Ｂが買主とな

る土地付建物売買契約書が作成されていた
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ことがわかった。このようなやり方につい

て、Ｘから話は聞いていなかった。業法違

反があるのではないか。（業者Ａの代理人

弁護士からの相談）

◆　業者Ｘは、「仲介手数料を買主Ｂから取

らない方法を考え、この方法について売主

Ａから後日、口頭で了解を得た。仲介に入

った際、土地の売り単価が相場より高いた

め、（担保割れで）土地売買だけでは銀行

ローンが組めなかった。土地付建物売買で

あれば2,900万円までの借入れが可能との

銀行からの感触であった。しかし、Ａから、

土地代金の支払がない限り、工事させない

との話があり、実際のローン申込みはでき

なくなった。４月にＢ名義で建築確認を取

り、資材の発注も終わり当社も被害を被っ

ている。現地の原状回復は９月上旬までに

行う。」と述べた。

業者を文書勧告とした。

（千葉県）

業者媒介

◇　息子が板金塗装業を始めるので、作業場

を探していた。知り合いの媒介業者から物

件の紹介を受け、現地を見に行ったが、業

務に必要な大型車が通行するための進入路

に支障があるのではないか等の質問に対

し、誠実な回答ではなかった。

当初、物件の価格は坪当たり15万円だっ

たが、交渉の結果、坪当たり12万円で折り

合いがついたので、売買契約を締結し、手

付金150万円を支払った。その後、銀行に

融資を申し込んだところ、ローン特約が付

いていないこと、融資するには物件の価値

が低いことを指摘された。融資を受けるこ

とを業者に伝えていたにもかかわらず、そ

の融資が受けられないような物件を紹介し
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たこと、さらに売主に対しては、融資を受

けず現金買いをすると伝えていたことは不

誠実である。また、媒介契約書に押印した

覚えはない。

解約することにしたが、手付金の全額放

棄は納得できない。業者に70％の責任があ

るとして、100万円の返還を要求したい。

◆　業者は、「現地確認をして、進入路につ

いては納得してもらっている。業を早く始

めたいということで物件購入を急いでい

た。融資は使わないと言っていたのに、な

ぜ、そのような主張をしているのかわから

ない。媒介契約書は交付していない。」と

述べた。

業者を口頭注意した。

（愛知県）

業者媒介

◇　借金返済のため、所有する土地付建物を

親戚Ａに売却することとし、平成15年10月、

売買契約を締結した。後でわかったことだ

が、売買契約書上の買主は、Ａが代表者を

務める業者Ｘとなっていた。

平成16年８月、Ａから代金が支払われた

が、実際に行われなかった測量代や、直接

売買であるにもかかわらず、Ａが代表者と

なっている別業者Ｙの仲介手数料が差し引

かれていた。後日、Ａと話合いの場を設けよ

うとしても全く取り合う姿勢がなく、一方

的に差し引かれた金銭を返してくれない。

◆　県で調べると、契約書上の買主はＸであ

るが、実質上経営者はＢという人物であり、

金銭のやりとりは、相談者とＢとの間で行

われていた。

業者は、「測量については事前に説明し

たはずで、今行っている。Ｙは取引の仲介

という立場だが、相談者にはその認識がな
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かったかも知れない。相談者の母から力に

なってくれと言われ、様々な面で尽力して

きた。尽力した結果を相談者が認めてくれ

たものとばかり思っていた。媒介契約書は

交付していなかった。当時、自分に資力が

あれば、Ｂに頼らず物件を買ってやりたか

ったがそれができず、実質的にＢが買うこ

ととなった。」と述べた。

業者を文書勧告とした。

（愛知県）

業者媒介

◇　平成16年３月、業者の媒介で、建築条件

付土地を紹介され、現地に赴き、住宅をフ

リープランで建てられるという説明であっ

たので、その日のうちに業者に言われるま

まに契約した。お金の用意が無いと言った

ところ、手付金の50万円を貸すということ

で借用書を書いた。手付金は翌日振り込ん

だ。仲介手数料については、本来は、建物

の分までもらうのだが、まけてあげると言

っていた。

その後、フリープランと聞いていた物件

の広告を確認すると「建売公庫融資」と記

載されており、建売住宅ではないかと不信

感を持った。建売住宅を買うつもりはない。

◆　県で調べてみると、業者は、媒介契約書

では、土地代金と建物請負代金を合わせた

金額もとに媒介報酬を請求していた。

業者は、「手付貸与は、相談者が現金を

用意できないため、やむを得ず担当者が用

意したもので、会社として貸与したもので

はない。」と述べた。その後業者は、建築

請負代金に対し、手数料を請求しない旨の

文書を県に提出した。

業者を33日間の業務停止処分とした。

（埼玉県）
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業者媒介

◇　平成15年９月、マンションから戸建てへ

の住み替えを予定して、業者Ｘの媒介で、

売主Ａから建築条件付土地を1,645万円で

買い受け、業者Ｙとは、建築請負契約を締

結した。しかし、Ｘからは、媒介手数料と

して、土地代金と建築請負契約代金を合わ

せた媒介手数料110万円余を請求された。

また、重要事項説明書に取引主任者の押印

がないなどの重説に不備がある。

◆　業者は、「媒介手数料については、誤っ

て請求してしまった。当方のミスに気づき、

上限の報酬額（55万円余）だけをもらった。

重要事項説明書上の記載誤りも認める。」

と述べた。

業者を文書勧告とした。

（大阪府）

業者媒介

◇　戸建て中古住宅を購入しようと、知り合

いが勤めている業者に頼み、物件を探して

もらっていた。希望にかなう物件があった

が、手付金額の条件が売主と合わなかった

ため、当方、売主、業者との三者で、一旦、

業者が売主から当該物件を購入し、それを

同額で転売してもらうことで話がまとまっ

た。

引渡し後、１か月ほどで羽アリが出た。

また、業者から、住宅ローン減税が使える

と聞かされていたが、物件が築30年で使え

ないことが判明した。また、人から、当該

業者が媒介報酬を請求していたことや、売

買契約書で売主（業者）の瑕疵担保責任期

間を２か月としていることは、問題だと指

摘された。媒介報酬は返してもらえるのか。
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32 ◆　業者は、「羽アリのことは初めて聞いた。

住宅ローン減税のことについては、リフォ

ームをすれば利用可能である旨を言ったと

思うが、現状のまま利用できると言った覚

えはない。報酬は、宅建協会に相談した上

でコンサルタント料として受け取った。」

などと述べた。しかし、コンサルタントに

関する委託契約は取り交わされていなかっ

た。また、他に、重説の書面及び売買契約

書に取引主任者の押印等がないなどの違反

も判明した。

その後、相談者と業者との間で、業者が

相談者に解決金10万円を支払うことで和解

が成立した。

業者を口頭注意した。

（愛知県）

売主業者

◇　土地を取得したいと、媒介業者に媒介を

依頼していたところ、平成15年12月、紹介

された３区画あるうちの２区画を坪31万円

で購入したいと考え、買付証明書を交付し

た。申込証拠金等の支払はなかった。

その後、売主からは、坪32万円の提示が

されたが、購入したい気持ちが固まってい

たことからこの条件をのむこととし、その

旨の買付証明書を再度交付した。売主から

は、売渡承諾書を受領した。契約日は年明

けの２月上旬とした。

１月中旬、当方の都合で、購入を断る旨

を申し出たところ、売渡承諾書に記載され

ている違約金の支払をするよう媒介業者か

ら求められた。売買契約は成立していない

のだから、違約金を支払う意向はないと、

媒介業者の社長に伝えたら、その後、媒介

業者からの要求は収まった。しかし、後日、

売主業者の代理人弁護士から、違約金の支
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払を求める内容証明郵便が届いた。

◆　売主業者は、「購入辞退の申出があった

ときには、違約金の支払について合意し、

買主は他に被害弁償しなければならないも

のはないかとまで言っていたのに、なぜこ

のようなことになったのか理解し難い。一

言、謝罪が欲しかったのにそれがない。モ

ラルのない者にこれ以上関わりたくないの

で、契約が不成立であったことは認める。

したがって、違約金の請求もしない。」と

述べた。

業者を口頭注意した。

（愛知県）

業者媒介、業者売主

◇　平成16年10月、業者の媒介で、建売住宅

（未完成）を買い受ける売買契約を締結し

た。未完成物件だったので、住宅部分の手

前側に設けられた駐車スペースについて、

十分な幅が確保されるのかどうか業者に確

認したところ、大丈夫であるとの返事だっ

た。しかし、その後、調べてみると、敷地

境界部分に隣家が越境して溝を設置してお

り、事前に売主と隣家との取り決めにより、

今後も隣家が溝を引き続き使用することに

なっていることがわかった。その結果、溝

部分を駐車スペースとして有効に使用でき

ないため、駐車スペースが狭小となり、そ

の使用が困難である。また、ルーフバルコ

ニーの面積が設計図書より実際には狭く、

改善を希望している。売主業者及び媒介業

者への指導を望む。

◆　売主業者は、「溝が当該敷地内にあるこ

とは認識していたが、この件を媒介業者に

説明していなかったと思う。売主としても、

この件を買主に説明しなかったことは申し

訳ないが、故意に、説明をしなかった訳で
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はない。買主から指摘されるまで、紛争が

生じる可能性を認識していなかった。」と

述べた。また、媒介業者は、「通路幅が３

ｍ確保されていることは説明したが、境界

明示はしなかった。本件境界の事情につい

ては知らなかった。」と述べた。契約は解

除された。

媒介業者及び売主業者を文書勧告とし

た。

（兵庫県）

業者媒介

◇　平成14年１月、業者の媒介で、売主から

中古マンションを購入し、代金を全額支払

った。売主は、外国籍で、また、非居住者

（国内に住所を有しない個人で国内に現在

まで引き続き１年以上居住を有しない人

等）であった。

翌年になって、税務署から、売主が非居

住者の場合は、買主が売買代金の10％の税

率による所得税の源泉徴収をしなければな

らないことを知らされた。売主との連絡が

つかなかったので、その分を精算できず、

結局、所得税相当分（延滞金を含む。）を

別途納めざるを得なかった。売買契約時に、

媒介業者からは、このことについての説明

がなかった。

◆　業者は、「税法のことは知らなかった。

買主に迷惑をかけたので、買主の損害額の

半分を負担する。」と述べ、買主と和解し

た。

業者を口頭注意した。

（東京都）
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Ⅱ　賃貸に関するもの

１　預り金の未払

業者媒介

◇　平成15年12月、業者の媒介で、貸室を借

り受けることとし、手付金95,000円を支払

い、その後、残金として、保証金等

750,500円を支払った。年明けの１月上旬

に入居したが、同月中旬、家主より、保証

金その他を未だ受け取ってないと言われ

た。業者に再三電話したが、担当者でない

とわからない、２、３日中に家主に支払う

などと答えるのみで、未だに支払われてい

ない。支払った金銭を全額返金してもらい、

家主に直接支払いたい。

◆　相談者は、業者が加盟している全日本不

動産協会の支部にも相談していた。同支部

及び県からの聴取に対し、業者は、金融機

関からの借入れ又は所有する土地の売却で

支払うつもりである旨の答えをしていた

が、いずれも実行できていない。また、同

年５月、業者は、不動産保証協会会員の地

位を失ったが、その日から１週間以内に営

業保証金を供託した旨の知事への届出がで

きなかった。なお、当該業者は、同様の行

為を他にも２件行っていたことが判明した。

業者を５月間の業務停止処分とした。

（兵庫県）

２　重要事項の調査・説明の不備

業者媒介

◇　平成16年11月、業者の媒介で、賃貸マン
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ションの２室を借り受ける賃貸借契約を締

結した。しかし、その後、マンションが競

売に出され、競落人から、値上げした家賃

で新規契約を締結するか、明渡しするかの

いずれかを求められている。契約時点で既

に差押登記がなされていたことがわかった

が、媒介業者からは説明が無かった。また、

借り受けたうちの一室については、取引主

任者による重説がなかった。支払済みの金

銭の返還を求めたい。

◆　業者は、「登記簿で確認すべきところを

怠ってしまった。誠意を持って対応したい

が、賃借人からの請求が高額で対応に苦慮

している。」と述べた。

業者を指示処分とした。

（東京都）

業者媒介

◇　平成12年４月、業者の媒介で、貸室を借

り受けたが、当該物件がその直前に差押え

を受けていたことの説明を受けていなかっ

た。その後、物件は競売にかけられ、退去

せざるを得なくなった。民事的解決を求め

たが、和解金額で折り合いがつかない。

◆　業者は、「登記簿を閲覧した担当者が差

押えの登記を見落としたため、重要事項説

明書に当該登記の記載し説明をしなかっ

た。」と述べた。また、業者は、主たる事

務所の所在地を変更したにもかかわらず、

その届出をしていない。

業者を30日間の業務停止処分とした。

（大阪府）

業者媒介

◇　平成15年９月、業者の媒介で、貸家を借

り受けたが、当該物件がその直前に差押え
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を受けていたことの説明を受けていなかっ

た。その後、物件は競売にかけられ、退去

せざるを得なくなっている。また、家賃を

仲介業者経由で振り込んでいたが、家主ま

でお金が渡っているかどうかはっきりしな

い。

◆　府で調べてみると、使用している重要事

項説明書には不備が多く、法定の記載要件

を満たしていないものであり、取引主任者

の記名押印も無かった。

業者は、「重要事項説明書の様式は改善

する。預かっている家賃には一切手を付け

ず私（代表者）が保管している。保証協会

の立ち会いのもとで相談者との和解の合意

書を交わした。当社も競売に参加してい

る。」と述べた。その後、業者から府に対

し、落札はできなかったが、競落者との交

渉の結果、同条件で賃貸借契約を締結した

旨の連絡があった。

しかし、相談者からは、「業者は競売に

参加していないし、私が直接交渉して契約

を締結したものであり、業者は嘘を言って

いる。支払った家賃も一部は家主に渡った

ようだが、残りはどうなったかわからな

い。」などと述べ、業者への不信は変わら

なかった。

業者を指示処分とした。

（大阪府）

業者媒介

◇　平成15年10月、業者の媒介で、中古マン

ションの一室を借り受けたが、当該物件が

差押えを受けた。重要事項説明を受けたと

きには「登記簿に記載された事項」につい

ての説明がなく、抵当権設定については知

らなかった。また、重要事項の説明は取引

主任者から受けていない。
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◆　業者は、「取引主任者は、個々の取引を

全て覚えていないので説明したかどうかは

わからないと言っている。賃貸の媒介の場

合、申込みがあれば早急に物件を押さえな

いと家主との関係がうまくいかない。その

ため、重説の時点で説明しきれない部分を

後日に補足説明したり、重説をし直してい

るのが殆どであるが、本件では、修正して

説明しなかった。重要事項説明書にその他

の記載漏れがあること、また、賃貸借契約

書に記載漏れがあることは認める。借主と

は鍵代等を当社が負担することで解決を図

った。」と述べた。

業者を文書勧告とした。

（大阪府）

業者媒介

◇　平成11年３月、業者の媒介で、土地付建

物の賃貸借契約を締結した。14年11月、貸

主から２回目の更新を拒絶され、15年５月

までに明け渡すように通知された。これを

機に、登記簿を調べたら、契約当時に、物

件には根抵当権等が付いていたが、重説に

おいて、その説明がなかった。現在、競売

手続が進められており、競売されれば立ち

退かざるを得ない。建物の建築時期につい

ても重説の記載が誤っており、実際は、約

10年古い物件であった。業者に損害賠償請

求をしたい。

◆　業者は、「故意又は悪意ではないが、登

記簿の調査を怠り、根抵当権等の説明は確

かにしていない。会社として、再発しない

ように勉強会を開催するなど社員への周知

徹底を図っている。しかし、貸主が立退き

を要求したのは、借主の家賃滞納が著しか

ったことによるものである。損害賠償を請

求されても支払う責任は無いと考えてい
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る。」と述べた。

業者を指示処分とした。

（神奈川県）

業者媒介

◇　平成16年１月、業者の媒介で、店舗の賃

貸借契約を締結した。しかし、特約に、貸

主が設置した家具をそのまま置くこと、貸

主が行うタバコ販売の補助を行うことの説

明を受けていない。

◆　都で調査してみると、重説の書面に、

「登記簿に記載された事項」、「契約の解除

に関する事項」等、記載すべき事項の不備

が多かった。

業者は、「賃貸借契約書は、古い既成の

様式をそのまま使用してしまった。今後は

都の指導に従い様式を改める。特約につい

ては、充分な説明を行っており、借主も理

解して契約したはずである。」と述べた。

特約事項については、双方の主張が相違

しており、事実認定はできなかった。

業者を文書勧告とした。

（東京都）

業者媒介

◇　平成16年12月、業者の媒介で、マンショ

ンの１階部分を店舗（飲食店）として使用

する目的で借り受ける賃貸借契約を締結し

たが、契約後、もともと当該部分が物販店

であったため、その用途を飲食店に変更す

るには、建築確認が必要となることがわか

った。

媒介業者の説明が不足したために、当該

申請費用、開業の遅れの損害等が生じたも

のであるから、その費用請求をしたが応じ

ない。

44
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◆　業者は、「借主側で内装工事を行うとの

ことだったので、用途変更に伴う確認申請

は、借主側の建築士が行うという認識でい

た。そのため、重要事項説明の時には、そ

の必要性を説明しなかった。」と述べた。

業者を文書勧告とした。

（神奈川県）

業者媒介（２社）

◇　平成16年10月、業者の媒介で、貸室を借

り受けることとし、重要事項説明を受け、

家賃その他44万円を支払った。しかし、重

要事項の説明では、ペットの飼育が可能で

あると説明を受けたにもかかわらず、重説

の書面には「ペット禁止」である旨の記載

がされている。また、取引主任者証の提示

を受けていない。

◆　業者は、「基本的にはペット飼育は禁止

しているが、借主からの要望もあり、迷惑

をかけないこと等について念書を差し入れ

ることで認めた。」などと述べた。

府で調べてみると、重説の書面には、

「所有権以外の権利に関する事項」欄に

「抵当権有」とのみ記載し、その内容につ

いて記載していない等の不備があり、当該

業者とともに、貸主側の媒介業者に対して

も同様の理由での勧告を行った。

業者を文書勧告とした。

（大阪府）

３　広告費の請求

業者媒介

◇　平成16年12月、業者の媒介で、貸室を借

り受けることとし、業者から契約に必要な

費用の明細書を送ってもらったところ、そ

46
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のなかに「広告分担金」という名目の費用

が入っていた。これはおかしいのではない

か。

◆　業者は、「当初、敷金60万円、敷引き

（礼金）35万円で募集している物件を紹介

したが、借主から値下げの要望があった。

結局、礼金を25万２千円としたので、大幅

に礼金を値下げした分を補填する意味合い

で家主のために払ってもらおうと思った。」

と述べた。

業者を文書勧告とした。

（大阪府）


